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９
月
26
日
（
金
）
に
Ｊ
Ｆ
し
ま
ね
浦
郷
支
所

と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
。

　

平
成
18
年
に
「
Ｊ
Ｆ
し
ま
ね
」
と
し
て
合
併
し
て

か
ら
８
年
が
経
過
し
、そ
の
現
状
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

職
員
減
少
、
漁
業
者
等
の
高
齢
化
が
進
展
す
る

な
ど
の
課
題
も
あ
る
中

で
、
漁
場
生
産
力
の
向

上
の
た
め
様
々
な
取
り

組
み
に
つ
い
て
の
様
子

や
ま
き
網
船
団
員
の
応

募
、
岩
牡
蠣
養
殖
な
ど

に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

　

10
月
27
日
（
月
）
に
Ｊ
Ａ
隠
岐
ど
う
ぜ
ん
と

の
意
見
交
換
会
を
開
催
。

　

平
成
27
年
３
月
の
「
Ｊ
Ａ
し
ま
ね
」
設
立
に

向
け
て
の
経
過
報
告
、
今
後
の
組
織
運
営
方

法
な
ど
の
方
向
性
を
伺

い
、
ま
た
、
グ
リ
ー
ン

ス
ト
ア
（
直
売
所
）
販

売
状
況
、
珍
崎
、
三
度

地
区
で
の
移
動
販
売
の

説
明
を
受
け
、
今
後
の

活
動
に
つ
い
て
の
意
見

交
換
も
行
っ
た
。

　

今
年
も
降
雪
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
し
た
。

国
道
・
県
道
及
び
町
道
の
除
雪
作
業
に
あ
た

り
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
除
雪
期
間
：
平
成
26
年
12
月
１
日
か
ら
平

成
27
年
３
月
31
日
ま
で

■
除
雪
作
業
は
、
積
雪
量
が
15
㎝
程
度
か
ら

行
い
ま
す
。

■
急
坂
路
の
危
険
箇
所
に
は
凍
結
防
止
剤
を

配
置
し
て
あ
り
ま
す
。
凍
結
防
止
剤
は
、
必

要
に
応
じ
て
散
布
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
期
間
中
、
自
動
車
等
を
路
上
に
放
置
し
な

い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
住
居
の
雪
を
道
路
上
に
搬
出
し
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

■
除
雪
の
た
め
、
田
畑
等
に
砂
利
等
が
落
ち
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
竹
や
木
に
降
り
積
も
る
雪
で
交
通
の
障
害

に
な
っ
た
場
合
は
、
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、

竹
や
木
の
枝
を
切
り
払
い
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

■
冬
用
タ
イ
ヤ
の
交
換
は
、
早
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

ご
不
明
な
点
や
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

島
根
県
隠
岐
支
庁
県
土
整
備
局
島
前
事
業
部　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）
９
１
１
７

西
ノ
島
町
環
境
整
備
課　
（
６
）
１
７
４
８

　

12
月
分
の
納
期
限
は
12
月
25
日
（
木
）

で
す
。（
定
期
口
座
振
替
日
は
12
月
29
日

（
月
）、再
振
替
日
は
1
月
13
日（
火
）で
す
。）

　

納
税
通
知
書
等
で
金
額
を
ご
確
認
い
た
だ

き
今
一
度
、
通
帳
残
高
を
お
確
か
め
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
付
等
に
関
す
る
相
談
は
町
民
課（
６
）

０
１
０
３
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

10
月
１
日
（
水
）、
中
国
防
犯
連
合
会
連

絡
協
議
会
の
表
彰
が
行
わ
れ
、
本
町
の
中
浜

肇
さ
ん
（
浦
郷
）
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
浜
さ
ん
は
、
温
厚
篤
実
な
人
格
か
ら
地

域
住
民
か
ら
の
信
頼
も
厚
く
、
平
成
９
年
か
ら

は
地
域
安
全
推
進
員
と
し
て
、
警
察
等
と
協
力

し
て
町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
な
ど
、
防

犯
活
動
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
シ
ャ
ー
ラ
船
造
り
」
や
「
子
ど

も
神
輿
」
を
は
じ
め
と
し
た
、
地
区
の
伝
統

行
事
に
も
熱
心
に
取
り
組
む
な
ど
、
大
人
子

ど
も
の
ふ
れ
あ
い
や
、
故
人
や
先
祖
を
偲
び
、

敬
う
気
持
ち
の
醸
成
を
促
す
活
動
な
ど
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
等
が
中
国
防
犯
連

合
会
連
絡
協
議
会
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
今

回
の
受
賞
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

離
島
航
空
割
引
カ
ー
ド
（
発
行
日
か
ら
３

年
有
効
）
は
、
隠
岐
島
に
住
む
満
１
２
歳

以
上
の
方
を
対
象
に
発
行
す
る
カ
ー
ド
で

す
。
こ
の
カ
ー
ド
を
使
う
と
隠
岐 

ー 

出
雲

便
航
空
券
が
、
片
道
１
２
，
３
０
０
円
が
９
，

５
５
０
円
で
購
入
で
き
ま
す
。
割
引
カ
ー
ド

作
成
希
望
の
方
は
、
運
転
免
許
証
ま
た
は
健

康
保
険
証
を
持
参
し
て
、
役
場
地
域
振
興
課

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
健
康
保
険
証
を
証

明
に
申
請
の
場
合
は
、
写
真
１
枚
（
縦
３
㎝

×
横
２
．
５
㎝
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

西
ノ
島
町
議
会　

広
報
調
査
特
別
委
員
会
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こ
れ
ま
で
離
島
の
地
理
的
条
件
か
ら
、

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
又
は
廃
車
の
手
続

き
を
行
う
場
合
、
所
有
者
等
が
関
係
書
類

を
作
成
の
上
、
軽
自
動
車
協
会
へ
直
接
送

付
し
て
手
続
き
が
出
来
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

昨
年
の
関
係
法
律
等
の
改
正
に
よ
り
、

軽
自
動
車
の
所
有
者
等
個
人
で
は
郵
送
で

の
手
続
き
が
出
来
な
い
こ
と
と
な
り
、
手

続
き
の
代
行
が
出
来
る
も
の
と
し
て
、
軽

自
動
車
を
販
売
す
る
事
業
者
若
し
く
は
行

政
書
士
等
に
依
頼
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
又
は
廃
車
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
郵
送
に
よ
る
手
続

き
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
お
間
違
い
の
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
町
民
課
（
６
）
０
１
０
３
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
関
係
機
関
の
問
い
合
わ
せ
先
】

　
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
島
根
事
務
所
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　

０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
３
０
８
３

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
27
年
度
第

１
学
期
（
４
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
中
で
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
授
業
を

行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分

野
を
学
べ
ま
す
。

出
願
期
間
は
２
月
28
日
ま
で
。

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。

お
気
軽
に
放
送
大
学
島
根
学
習
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
８
５
２
‐
２
８
‐

５
５
０
０
）
ま
で
ご
請
求
下
さ
い
。

放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

【
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
】

　

12
月
６
日
・
２
月
15
日

　

島
根
学
習
セ
ン
タ
ー
第
２
講

義
室

　

概
要
説
明
・
履
修
相
談
等

　
　
　

※
10
時
〜/

14
時
〜
の
２
回

　これまで、公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給する方は児童扶
養手当を受給できませんでしたが、平成26年 12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その
差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

　児童扶養手当を受給するためには、役場健康福祉課への申請が必要です。
該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは健康福祉課にお問い合わせください。

　手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことによ
り児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年 12月 1日に支給要件を満たしている方が、
平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
　平成26年12月～平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

健康福祉課

＜参考：児童扶養手当の月額＞ （平成26年 4月～）

　　全部支給：41,020円　一部支給：41,010円～9,680円（所得に応じて決定されます）

　　2人目：5,000円、3人目以降1人につき：3,000円


